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市では、人事行政の運営などの公平性・透明性を高めるために、「各務原市人事行政の

運営等の状況の公表に関する条例」を制定しています。 

 この条例に基づき、職員の給与、勤務条件、研修などの状況について年１回、定期的に

公表いたします。 
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Ⅰ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１） 職員の採用・退職の状況（令和 5年 4月 2日～令和 6年 4月 1日） 

5年 4月 1日現在 退職者数 採用者数 6年 4月 1日現在 

925人 40人 50人 935人 

（注） 職員数は一般職に属する職員数です。（市長・副市長・教育長は含まない。） 

     

（２）事由別退職者数（令和 5年度） 

定年退職 勧奨退職 普通退職 
 

その他 計 
割愛・出向 

0人 0人 29人 6人 11人 40人 

 

（３）部門別職員数の状況と主な増減理由                （各年 4 月 1 日現在） 

 職 員 数 
対前年 

増減数 

主な 

増減理由 
令和 

5年 

令和 

6年 

普通会

計部門 

一般行

政部門 

議 会 

総 務 

税 務 

労 働 

農林水産 

商 工 

土 木 

民 生 

衛 生 

8人 

173人 

38人 

2人 

13人 

20人 

74人 

144人 

65人 

8人 

174人 

40人 

2人 

13人 

21人 

73人 

147人 

61人 

±0 

＋1 

＋2 

±0 

±0 

＋1 

△1 

＋3 

△4 

 

育休補充、業務増等による増 

育休補充、業務増による増 

 

 

他市派遣終了に伴う補充による増 

配置換えによる減 

育休補充による増 

組織改正による減 

小 計 537人 539人 ＋2  

教 育 部 門 

消 防 部 門 

125人 

172人 

129人 

171人 

＋4 

△1 

育休補充、体制強化による増 

配置換えによる減 

小 計 834人 839人 ＋5  

公営企業等 

会計部門 

水 道 

下 水 道 

そ の 他 

34人 

15人 

42人 

36人 

16人 

44人 

＋2 

＋1 

＋2 

組織改正による増 

休職者補充による増 

体制強化による増 

小 計 91人 96人 ＋5  

合    計 925人 935人 ＋10  

（注） 職員数は一般職に属する職員数です。（市長・副市長・教育長は含まない。） 
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（４）年齢別職員構成の状況                    （令和 6 年 4 月 1 日現在） 

区分 
20歳 

未満 

20歳 

～ 

23歳 

24歳 

～ 

27歳 

28歳 

～ 

31歳 

32歳 

～ 

35歳 

36歳 

～ 

39歳 

40歳 

～ 

43歳 

44歳 

～ 

47歳 

48歳 

～ 

51歳 

52歳 

～ 

55歳 

56歳 

～ 

59歳 

60歳 

以上 
計 

職員数 
9 

人 

39 

人 

91 

人 

144 

人 

107 

人 

93 

人 

66 

人 

52 

人 

107 

人 

111 

人 

64 

人 

52 

人 

935 

人 

（注） 職員数は一般職に属する職員数です。（市長・副市長・教育長は含まない。） 

 

 

 

（５）職員数の推移         （単位：人） 

        年度 

部門別 

令和 

元年 

令和 

2 年 

令和 

3 年 

令和 

4 年 

令和 

5 年 

令和 

6 年 

過去 5 年間の 

増減数（率） 

一般行政 516 519 530 534 537 539 23 4.5% 

教育 113 119 116 122 125 129 16 14.2% 

消防 177 177 171 168 172 171 △6 △3.4% 

普通会計 合計 806 815 817 824 834 839 33 4.1% 

公営企業等 合計 84 85 87 91 91 96 12 14.3% 

総合計 890 900 904 915 925 935 45 5.1% 

（注） 職員数は一般職に属する職員数です。（市長・副市長・教育長は含まない。）  
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Ⅱ 職員の人事評価の状況 

（１）人事評価の実施の状況（令和 5年度） 

評 価 の 時 期 9月 30日  及び 3月 31日 

評 価 の 対 象 常勤職員（再任用及び育児短時間勤務職員を含む。） 

会計年度任用職員 

評 価 の 方 法 評価項目（業績、能力）ごとに S～Dの５段階評価 

評 価 結 果 の 活 用 勤勉手当の成績率への反映（△0.105月～0.27月） 等 

 

〈主な評価者について〉 

被評価者 第 1次評価者 第 2次評価者 

部長 副市長  

参与 部長 副市長 

次長・課長 部長  

参事・主幹 課長 部長 

課長補佐・主任主査・係長 課長  

主査・主任主事・主事・保育士・技能労務職員 係長 課長 

会計年度任用職員 係長 課長 
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Ⅲ 職員の競争試験の状況 

採用試験の実施状況（令和 5年度） 

職  種 

（１次試験日） 

採用予定

者数 

（人程度） 

申込 

者数 

受験 

者数 

（A） 

１次 

合格者数 

２次 

合格者数 

最終 

合格者数 

（B） 

競争率 

（A／B） 

行政 

(7 月 9 日) 

民
間
等

経
験
者 

10 

27 24 6 5 4 
6.0 

(10) (9) (2) (2) (1) 

大
学
卒

程
度 

98 87 51 28 9 
9.7 

(52) (44) (29) (20) (7) 

行政 

(2 月 18 日) 

民
間
等

経
験
者 

5 
28 24 10 

 
5 

4.8 
(10) (10) (4) (3) 

  

土木 

(7 月 9 日) 

  

民
間
等 

経
験
者 

5 

3 3 2 
 

2 
1.5 

(0) (0) (0) (0) 

大
学
卒 

程
度 

3 1 1 
 

0 
- 

(0) (0) (0) (0) 

短
大
卒

程
度 

0 - - 
 

- 
- 

(0) - - - 

  

土木 

(11 月 11 日) 

  

民
間
等 

経
験
者 

3 

2 2 1 
 

1 
1.5 

(0) (0) (0) (0) 

大
学
卒 

程
度 

0 - - 
 

- 
- 

(0) - - - 

短
大
卒

程
度 

0 - - 
 

- 
- 

(0) - - - 

  

  

建築 

(7 月 9 日) 

  

  

民
間
等

経
験
者 

若干人 

1 1 1  1 
1.0 

(0) (0) (0) (0) 

大
学
卒

程
度 

3 2 2  1 
2.0 

(1) (1) (1) (1) 

短
大
卒

程
度 

0 - -  - 
- 

(0) - - - 

  

  

建築 

(11 月 11 日) 

  

  

民
間
等

経
験
者 

若干人 

0 - -  - 
- 

(0) - - - 

大
学
卒

程
度 

1 1 0  - 
- 

(1) (1) (0) - 

短
大
卒

程
度 

0 - -  - 
- 

(0) - - - 
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職  種 

（１次試験日） 

採用予定

者数 

（人程度） 

申込 

者数 

受験 

者数 

（A） 

１次 

合格者数 

２次 

合格者数 

最終 

合格者数 

（B） 

競争率 

（A／B） 

電気 

(7 月 9 日) 

民
間
等

経
験
者 

若干人 

1 0 - 
 

- 
- 

(0) (0) - - 

大
学
卒

程
度 

0 - - 
 

- 
- 

(0) - - - 

短
大
卒

程
度 

0 - -  - 
- 

(0) - - - 

電気 

(11 月 11 日) 

民
間
等

経
験
者 

若干人 

0 - - 
 

- 
- 

(0) - - - 

大
学
卒

程
度 

0 - - 
 

- 
- 

(0) - - - 

短
大
卒

程
度 

0 - - 
 

- 
- 

(0) - - - 

保健師 

(7 月 9 日) 

民
間
等 

経
験
者 

若干人 

1 1 0  - 
- 

(1) (1) (0) - 

大
学
卒 

程
度 

8 8 6 
 

2 
4.0 

(8) (8) (6) (2) 

保健師 

(11 月 11 日) 

民
間
等 

経
験
者 

若干人 

1 1 1 
 

1 
1.0 

(1) (1) (1) (1) 

大
学
卒 

程
度 

4 3 3 
 

1 
3.0 

(2) (1) (1) (0) 

管理栄養士 

(7 月 9 日) 

民
間
等 

経
験
者 

若干人 

6 6 0 
 

- 
- 

(6) (6) (0) - 

大
学
卒 

程
度 

10 10 4 
 

1 
10.0 

(10) (10) (4) (1) 

管理栄養士 

(11 月 11 日) 

民
間
等 

経
験
者 

若干人 

3 3 1  1 
3.0 

(3) (3) (1) (1) 

大
学
卒 

程
度 

6 5 2 
 

0 
- 

(5) (4) (1) (0) 

社会福祉士 

(7 月 9 日) 

民
間
等 

経
験
者 

若干人 

1 1 1  1 
1.0 

(1) (1) (1) (1) 

大
学
卒 

程
度 

8 7 5 
 

1 
7.0 

(6) (5) (4) (0) 
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職  種 

（１次試験日） 

採用予定

者数 

（人程度） 

申込 

者数 

受験 

者数 

（A） 

１次 

合格者数 

２次 

合格者数 

最終 

合格者数 

（B） 

競争率 

（A／B） 

保育士 

(7 月 9 日) 

民
間
等

経
験
者 

5 

1 1 1  1 
1.0 

(1) (1) (1) (1) 

大
学
卒

程
度 

3 3 2  1 
3.0 

(3) (3) (2) (1) 

短
大
卒

程
度 

4 4 1 
 

1 
4.0 

(4) (4) (1) (1) 

保育士 

(11 月 11 日) 

民
間
等

経
験
者 

5 

2 2 1 
 

1 
2.0 

(2) (2) (1) (1) 

大
学
卒

程
度 

1 1 1 
 

1 
1.0 

(1) (1) (1) (1) 

短
大
卒

程
度 

0 - - 
 

- 
- 

(0) - - - 

消防職 

(9 月 17 日) 

大
学
卒 

程
度 

10 

13 12 8  1 
12.0 

(0) (0) (0) (0) 

高
校
卒 

程
度 

16 16 9 
 

6 
2.7 

(1) (1) (1) (1) 

消防職 

（救急救命士） 

(9 月 17 日) 

大
学
卒 

程
度 

14 12 8 
 

6 
2.0 

(3) (2) (1) (1) 

短
大
卒 

程
度 

4 3 1 
 

0 
- 

(0) (0) (0) (0) 

技能労務職 

(11 月 11 日) 
若干人 

6 5 4 
 

2 
2.0 

(0) (0) (0) (0) 

（注）１ 最終合格者数には、補欠合格者は含まれていません。 

２ （ ）内は女性で内数です。 
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Ⅳ 職員の給与の状況 

１ 総括 

（１）人件費等の状況 

 〔普通会計決算〕 

区分 
住民基本台帳人口 

（5年 1月 1日） 

歳出額 

A 
実質収支 

人件費 

B 

人件費率 

B/A 

（参考） 

4年度の人件費率 

令和 

5年度 
145,570人 

627億 

2,500万 

2千円 

34億 

9,527万 

6千円 

80億 

6,156万 

4千円 

12.9％ 14.2％ 

（注） 人件費には特別職に支給される給料・報酬を含んでいます。 

 

〔水道事業決算〕 

区分 
総費用 

A 

純損益 

または実質収支 

職員給与費 

B 

総費用に占める

職員給与費比率

B/A 

（参考） 

4年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和 

5年度 

21億 4,544万 

6千円 

4億 6,233万 

0千円 

2億 8,259万 

0千円 
13.2％ 10.7％ 

（注） 資本勘定支弁職員に係る給与費 3,482万 1千円を含みません。 

 

〔下水道事業決算〕 

区分 
総費用 

A 

純損益 

または実質収支 

職員給与費 

B 

総費用に占める

職員給与費比率

B/A 

（参考） 

4年度の総費用に 

占める職員給与費比率 

令和 

5年度 

26億 7,472万 

6千円 
0円 

1億 952万 

6千円 
4.1％ 3.7％ 
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（２）職員給与費の状況 

〔普通会計決算〕 

区分 職員数 A 

給 与 費 
一人当たり 

給与費 B/A 給料 職員手当 
期末・勤勉 

手当 
計 B 

令和 

5年度 
833人 

30 億 1,224

万 2千円 

7億 7,469万

6千円 

12 億 1,524

万 3千円 

50億 218万 

1千円 
600万 5千円 

（注） １ 職員手当には退職手当を含みません。  

２ 職員数は、令和 5 年 4 月 1 日現在の人数です。また、再任用短時間勤務職員及び会計年

度任用職員は含みません。 

３ 給与費については、再任用短時間勤務職員の給与費が含まれていますが、会計年度任用職

員の給与費は含みません。 

 

 

〔水道事業決算〕 

区分 職員数 A 

給 与 費 
一人当たり 

給与費 B/A 給料 職員手当 
期末・勤勉 

手当 
計 B 

令和 

5年度 
34人 

1億 2,386万 

6千円 

2,762万 

0千円 

5,048万円 

2千円 

2億 196万 

8千円 
594万 0千円 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

２ 職員数は、令和 5年 4月 1日現在の人数です。また、再任用短時間勤務職員及び会計年度

任用職員は含みません。 

３ 給与費については、再任用短時間勤務職員の給与費が含まれていますが、会計年度任用職

員の給与費は含みません。 

 

 

 

給料

60%
職員手当

16%

期末・勤勉手当

24%

職員給与費の内訳〔普通会計決算〕
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〔下水道事業決算〕 

区分 職員数 A 

給 与 費 
一人当たり

給与費 B/A 給料 職員手当 
期末・勤勉 

手当 
計 B 

令和 

5年度 
15人 

5,583万 

8千円 

970万 

0千円 

2,095万円 

9千円 

8,649万 

7千円 
576万 6千円 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

２ 職員数は、令和 5年 4月 1日現在の人数です。また、再任用短時間勤務職員及び会計年度

任用職員は含みません。 

３ 給与費については、再任用短時間勤務職員の給与費が含まれていますが、会計年度任用職

員の給与費は含みません。 

 

給料

61%

職員手当

14%

期末・勤勉手当

25%

職員給与費の内訳〔水道事業決算〕

給料

65%

職員手当

11%

期末・勤勉手当

24%

職員給与費の内訳〔下水道事業決算〕
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（３）ラスパイレス指数の状況 

 
 

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較する 

 ため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職 

俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した指数です。 

２ （）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指しています。地域手当補正後ラ

スパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準

を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。 

（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に

基づく地域手当支給率）により算出。） 

３ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平

均したものです。 

 

※ 令和５年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、

②３年連続で上昇している場合、③１００を超えている場合について、その理由及び改善の見

込み 
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学歴や年齢によらず、能力のある職員を登用してきたことから、ラスパイレス指数が１００

を超えている。今後も人事院勧告を踏まえた適正な給料体系とするように努めていく。 
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（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について 

 

 

 

①給料表の見直し 

 〔 実施  未実施 〕 

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施 

の場合には、その理由）） 

 

 

 

 

 

 

②地域手当の見直し 

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③その他の見直し内容 

 

 

（５）特記事項 

特になし 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均 2％の引下げ及び地

域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされている。 

（給料表の改定実施時期）平成 27年 4 月 1日 

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均 2％の引下げを実

施。激変緩和のため、3年間（平成 30 年 3月 31 日まで）の経過措置（現給保障）を実施。

他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。  

（支給割合）国基準 3％に対し、各務原市においても 3％を支給 

（実施時期）平成 27年 4月 1日より実施。段階的に支給割合を引き上げることとし、平成 27年 4

月 1日時点は 1％、給与改定後は平成 27年 4 月に遡及し 2％、平成 28年 4月 1日時

点から 3％を支給。 

（参考） 

 

各年度の支給割合 

平成 

26 年度  

平成 27 年度  

平成 

28 年度  

平成 

29 年度  

平成 

30 年度  

令和 

元年度 

令和 

2 年度  

令和 

3 年度  

令和 

4 年度 

令和 

5 年度 

4 月 1 日 

時点 

遡及 

改定後 

国基準による 

支給割合 

0％ 1％ 2％ 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 

各務原市の 

支給割合 

0％ 1％ 2％ 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 3％ 

 

 

管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（平成 27 年 4月 1日実施） 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和 6年 4月 1日現在） 

区 分 平均年齢 職員数 平均給料月額 平均給与月額 

一般行政職 42歳 1月 527人 319,072円 404,398円 

技能労務職 56歳 1月 29人 274,138円 312,795円 

 

う ち 清 掃 職 員 55歳 3月 5人 290,720円 340,296円 

う ち 調 理 員 57歳 5月 6人 281,133円 299,823円 

う ち 用 務 員 56歳 5月 9人 246,600円 276,863円 

う ち 運 転 手 54歳 7月 4人 292,775円 382,542円 

う ち そ の 他 55歳 10月 5人 283,820円 309,738円 

消防職 38歳 3月 171人 295,039円 375,444円 

企業職〔水道、下水道事業〕 42歳 0月 52人 306,737円 362,436円 

（注）１ 「平均給料月額」とは、令和 6年 4月 1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均で

す。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当 

などの諸手当の額を合計したものです。 

 

（２）職員の初任給の状況（令和 6年 4月 1日現在） 

区  分 
各務原市 国 

初任給 2年後の給料 初任給 2年後の給料 

一般行政職 大学卒 196,200円 208,000円 196,200円 208,000円 

消防職 
大学卒 196,200円 208,000円 ― ― 

高校卒 166,600円 176,100円 ― ― 

 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和 6年 4月 1日現在） 

区  分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数 30年 

一般行政職 
大学卒 262,750円 346,320円 388,500円 418,445円 

高校卒 ― ― ― 385,333円 

技能労務職 高校卒 ― ― ― 294,767円 

消防職 
大学卒 262,320円 ― ― ― 

高校卒 222,667円 315,567円 ― 387,833円 
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３ 一般行政職の級別職員数等の状況 

（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和 6年 4月 1日現在） 

区分 
標準的な 

職務内容 
職員数 構成比 

1号給の 

給料月額 

最高号給の 

給料月額 

1級 主事補・主事 54人 10.9％ 162,100円 249,400円 

2級 主事 109人 22.0％ 208,000円 305,200円 

3級 主任主事 78人 15.7％ 240,900円 351,000円 

4級 係長・主査 84人 16.9％ 271,600円 382,000円 

5級 課長補佐・主任主査 82人 16.5％ 295,400円 394,000円 

6級 主幹 26人 5.2％ 323,100円 411,300円 

7級 次長・課長 51人 10.3％ 365,500円 446,200円 

8級 部長 12人 2.4％ 410,300円 470,000円 

（注）標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。  

 

 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和6年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級
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（２）国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和 6年 4月 1日現在） 

 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

国 10 級（特に重要課長） 

（百円） 

給 

料 

月 

額 

昇  給 

令和６年４月１日時点 

国９級（課長） 

国８級（困難室長）市８級（部長） 

国７級（室長）市７級（課長） 

国６級（困難課長補佐）市６級（主幹） 

国５級（課長補佐）市５級（主任主査） 

国４級（困難係長）市４級（主査） 

国３級（係長） 

市３級（主任主事） 

国２級（上級係員） 

市２級（主事） 

国１級（係員）市１級（主事） 

 
 各務原市 （R6） 

国家公務員 （R6) 
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（３）昇給への人事評価の活用状況（各務原市） 

令和 5年 4月 2 日から令和 6 年 4月 1日 

までにおける運用 
管理職員 一般職員 

イ 人事評価を活用している ○ ○ 

 
活用している昇給区分 

昇給可能な 

区分 

昇給実績が 

ある区分 

昇給可能な 

区分 

昇給実績が 

ある区分 

   上位、標準、下位の区分  ○ ○ ○ ○ 

上位、標準の区分     

標準、下位の区分      

標準の区分のみ（一律）     

ロ 人事評価を活用していない     

 活用予定時期     

 

４ 職員の手当の状況 

（Ａ）全職種（企業職〔水道事業〕〔下水道事業〕を除く）の状況 

（１）期末手当・勤勉手当 

各務原市 国 

1人当たり平均支給額（令和 5年度） 

148万 8千円 
― 

（令和 5年度支給割合） 

期末手当  2.45月分（1.375月） 

勤勉手当  2.05月分（0.975月） 

（令和 5年度支給割合） 

期末手当  2.45月分（1.375月） 

勤勉手当  2.05月分（0.975月） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5～20％ 

 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5～20％ 

・管理職加算 10～25％ 

 （注）（ ）内は再任用職員に係る支給割合です。 

 

〇勤勉手当への人事評価の活用状況（各務原市） 

令和 5年度中における運用 管理職員 一般職員 

イ 人事評価を活用している 〇 〇 

 
活用している成績率 

支給可能な 

成績率 

支給実績が 

ある成績率 

支給可能な 

成績率 

支給実績が 

ある成績率 

   上位、標準、下位の成績率  〇 〇 〇 〇 

上位、標準の成績率     

標準、下位の成績率      

標準の成績率のみ（一律）     

ロ 人事評価を活用していない     

 活用予定時期     
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（２）退職手当（令和 6年 4月 1日現在） 

各務原市 国 

（支給率） 自己都合 定年 （支給率） 自己都合 応募認定・定年 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度額 

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.709月分 

24.586875月分 

33.27075月分 

47.709月分 

47.709月分 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度額 

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.709月分 

24.586875月分 

33.27075月分 

47.709月分 

47.709月分 

その他の 

加算措置 
― 

その他の 

加算措置 

定年前早期退職特例措置 

（割増率 2～45％） 

1人当たり 

平均支給額 

632万 

8千円 

2,247万 

5千円 

 

（注） 1人当たり平均支給額は、令和 5年度に退職した職員に支給された平均額です。 

 

（３）地域手当（令和 6年 4月 1日現在） 

支給実績（令和 5年度決算） 1 億 42万 0千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（令和 5 年度決算） 11万 3千円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

各務原市 3％ 887人 3% 

 

（４）特殊勤務手当（令和 6年 4月 1日現在） 

区  分 全職種（企業職を除く） 

支 給 実 績 （ 令 和 5 年 度 決 算 ） 3,599万 2千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（5 年度決算） 16万 5千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（5 年度） 24.3％ 

手 当 数 5 

 

〔特殊勤務手当の種類〕 

名称 支給対象職員 
支給実績 

（5年度決算） 
支給単価 

税
務
手
当 

1 出張して市税の滞納処分事務に

従事する職員 
7万 1千円 1回 300円 
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名称 支給対象職員 
支給実績 

（5年度決算） 
支給単価 

消
防
手
当 

1 救急、救助、火災等に出動し、

消防業務に従事する職員 
1,615万 4千円 

 

2 消防業務に従事する交替制勤務

の職員 
1,628万 4千円 

交替制勤務を常例とする場合 

月額 11,000円  

臨時的に交替制勤務を行う場合 

1当務 1,000円 

不
快
手
当 

1 行旅死亡人の死体処理に従事す

る職員 
－ 1回 4,000円 

2 行旅病人の救護作業に従事する

職員 
－ 1回 1,000円 

3 路上等で横死した犬、猫等の死

体処理に従事する職員 
16万 5千円 1回 1,000円 

4 感染症患者の隔離収容又は消毒

作業に従事する職員 
－ 1回 1,000円 

5 北清掃センター及びクリーンセ

ンターにおいて、清掃、し尿処理

等の作業に従事する職員 

187万 0千円 日額 600円 

6 火葬場において、遺体の火葬業務

に従事する職員 
27万 1千円 1体 200円 

危
険
手
当 

1 高圧電気の操作、点検等の業務に

従事する職員 
1万 5千円 日額 300円 

2 北清掃センターにおいて、焼却炉

の内部で点検等の作業に従事す

る職員 

3万 1千円 1回 500円 

特
別
手
当 

1 正規の勤務時間外において用地

交渉に従事する第 2条の 3の規定

に該当する職員 

1万 8千円 1回 2,000円 

2 災害の

ため出

目的地に滞在した時間

が24時間を超える場合 
84万 8千円 滞在1日につき 4,000円 
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動した

職員 

その他の場合で、目的

地において作業等を行

った時間が6時間以上2

4時間以下の場合 

17万 0千円 1回 2,000円 

 

（５）時間外勤務手当 

支給実績（令和 5年度決算） 2億 9,742万 6千円 

職員 1人当たり平均支給年額（令和 5年度決算） 39万 3千円 

支給実績（令和 4年度決算） 3億 416万 9千円 

職員 1人当たり平均支給年額（令和 4年度決算） 40万 9千円 

（注）職員 1人当たり平均支給年額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和 5年度決算）」と同じ

年度の 4月 1日現在の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない

職員を除く）であり、再任用短時間勤務職員を含みます。 
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（６）その他の手当（令和 6年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国 の

制 度

と の

異同 

国 の 制

度 と 異

な る 内

容 

支給実績 

（5年度 

決算） 

支給職員 

1人当たり 

平均支給年額 

（5年度決算） 

扶養 

手当 

・配偶者及びその他の被扶養者 

…6,500円 

※ただし特定管理職員は 3,500円 

・子…10,000円 

※ 16～22歳の子の扶養親族加算 

…5,000円 

同じ 

 

8,607万 

5千円 
23万 4千円 

住居 

手当 
借家…28,000円（最高支給限度額） 同じ 

 5,279万 

5千円 
27万 5千円 

通勤 

手当 

・交通機関利用者…運賃等相当額 

・交通用具使用者…2,400～25,000円 

異 な

る 

交 通 用

具 使 用

に よ る

支給額 

8,392万 

2千円 
11万 3千円 

夜間勤

務手当 

正規の勤務時間として午後10時から翌

日の午前 5 時までの間に勤務を命ぜら

れた職員 

… 1時間当たりの給与額×25/100 

×時間数 

  

2,355万 

5千円 
15万 5千円 

休日勤

務手当 

祝日及び年末年始において、正規の勤

務時間として勤務を命ぜられた職員 

… 1時間当たりの給与額×135/100 

×時間数 

  

1,824万 

9千円 
6万 5千円 

宿日直 

手当 

宿日直勤務をした職員 

… 勤務一回につき 6,000円 

(勤務時間が 5 時間未満の場合は

3,000 円）  

  

147万 

6千円 
6千円 

管理職 

手当 

管理又は監督の地位にある職員のう

ち、主幹の職以上にある職員 

…35,700円～77,200円 

  
7,970万 

5千円 
57万 3千円 

管理職 

特別勤

務手当 

臨時又は緊急の必要その他の公務の運

営の必要により、週休日、休日、平日 0

時～5時までの間に勤務した管理職員 

…勤務一回につき 3,000円～12,000円 

（勤務時間が 6 時間を超える場合は

6,000円～18,000円） 

異な

る 

選挙等の投

票又は開票

に関する事

務に従事し

た場合の支

給額 

90万 

3千円 
2万 8千円 
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（Ｂ）企業職〔水道事業〕の状況 

（１）期末手当・勤勉手当 

各務原市 団体平均（企業職を除く） 

1人当たり平均支給額（令和 5年度） 

152万 0千円 

1人当たり平均支給額（令和 5年度） 

148万 8千円 

（令和 5年度支給割合） 

期末手当  2.45月分（1.375月） 

勤勉手当  2.05月分（0.975月） 

（令和 5年度支給割合） 

期末手当  2.45月分（1.375月） 

勤勉手当  2.05月分（0.975月） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5～20％ 

 （注）（ ）内は再任用職員に係る支給割合です。 

 

（２）退職手当（令和 6年 4月 1日現在） 

（支給率） 自己都合 定年 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度額 

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.709月分 

24.586875月分 

33.27075月分 

47.709月分 

47.709月分 

その他の加算措置 ― 

1人当たり 

平均支給額 
― ― 

（注） 支給率等は、一般行政職と同じです。 

 

（３）地域手当（令和 6年 4月 1日現在） 

支給実績（令和 5年度決算） 392万 0千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（令和 5 年度決算） 10万 6千円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

各務原市 3％ 37 人 3% 

 

（４）特殊勤務手当（令和 6年 4月 1日現在） 

区  分 企業職〔水道事業〕 

支 給 実 績 （ 令 和 5 年 度 決 算 ） 30万 6千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（令和 5 年度決算） 1万 5千円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和 5 年度） 58.8％ 

手 当 数 5 
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〔特殊勤務手当の種類〕 

名称 支給対象職員 
支給実績 

（5年度決算） 
支給単価 

危険 

手当 
高圧電気の操作の業務に従事する職員 6千円 日額 300円 

徴収 

手当 
事業収入の集金業務に従事する職員 － 日額 300円 

用地 

交渉 

手当 

正規の勤務時間外において用地交渉に従事する

管理職員  
－ 1回 2,000円 

不快

手当 

使用開始後の下水道清掃作業、下水道管内検査

に従事する職員 
－ 1日 400円 

水洗便所設置検査に従事する職員 － 1日 200円 

災害 

出動 

手当 

災害のた

め出動し

た職員 

目的地に滞在した時間が24時間を

超える場合 
30万 0千円 

滞在 1日につき

4,000円 

その他の場合で、目的地において

作業等を行った時間が6時間以上2

4時間以下の場合 

－ 1回 2,000円 

 

（５）時間外勤務手当 

支給実績（令和 5年度決算） 910万 6千円 

職員 1人当たり平均支給年額（令和 5年度決算） 31万 4千円 

支給実績（令和 4年度決算） 433万 4千円 

職員 1人当たり平均支給年額（令和 4年度決算） 14万 4千円 

（注）職員 1人当たり平均支給年額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和 5年度決算）」と同じ

年度の 4月 1日現在の総職員数（管理職員、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職

員を除く）であり、再任用短時間勤務職員を含みます。 
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（６）その他の手当（令和 6年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政

職の制度

との異同 

支給実績 

（5年度 

決算） 

支給職員 

1人当たり 

平均支給年額 

（5年度決算） 

扶養 

手当 

・配偶者及びその他の被扶養者 

…6,500円 

※ただし特定管理職員は 3,500円 

・子…10,000円 

※ 16～22歳の子の扶養親族加算 

…5,000円 

同じ 
342万 

0千円 
17万 1千円 

住居 

手当 
借家…28,000円（最高支給限度額） 同じ 

233万 

6千円 
26万 0千円 

通勤 

手当 

・交通機関利用者…運賃等相当額 

・交通用具使用者…2,400～25,000円 
同じ 

233万 

1千円 
6万 9千円 

休日勤務 

手当 

祝日及び年末年始において、正規の勤

務時間として勤務を命ぜられた職員 

… 1時間当たりの給与額×135/100 

×時間数 

同じ 
39万 

6千円 
2万 1千円 

管理職 

手当 

管理又は監督の地位にある職員のうち、

主幹の職以上にある職員 

…35,700円～77,200円 

同じ 
331万 

5千円 
47万 4千円 

管理職 

特別勤務

手当 

臨時又は緊急の必要その他の公務の運

営の必要により、週休日、休日、平日 0

時～5時までの間に勤務した管理職員 

…勤務一回につき 3,000円～12,000円 

（勤務時間が 6 時間を超える場合は

6,000円～18,000円） 

同じ － － 
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（Ｃ）企業職〔下水道事業〕の状況 

（１）期末手当・勤勉手当 

各務原市 団体平均（企業職を除く） 

1人当たり平均支給額（令和 5年度） 

137万 4千円 

1人当たり平均支給額（令和 5年度） 

148万 8千円 

（令和 5年度支給割合） 

期末手当  2.45月分（1.375月） 

勤勉手当  2.05月分（0.975月） 

（令和 5年度支給割合） 

期末手当  2.45月分（1.375月） 

勤勉手当  2.05月分（0.975月） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5～20％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算   5～20％ 

 （注）（ ）内は再任用職員に係る支給割合です。 

 

（２）退職手当（令和 6年 4月 1日現在） 

（支給率） 自己都合 定年 

勤続 20年 

勤続 25年 

勤続 35年 

最高限度額 

19.6695月分 

28.0395月分 

39.7575月分 

47.709月分 

24.586875月分 

33.27075月分 

47.709月分 

47.709月分 

その他の加算措置 ― 

1人当たり 

平均支給額 
― ― 

（注） 支給率等は、一般行政職と同じです。 

 

（３）地域手当（令和 6年 4月 1日現在） 

支給実績（令和 5年度決算） 174万 6千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額（令和 5 年度決算） 10万 3千円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

各務原市 3％ 17 人 3% 
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（４）特殊勤務手当（令和 6年 4月 1日現在） 

区  分 企業職〔下水道事業〕 

支 給 実 績 （ 令 和 5 年 度 決 算 ） 7万 5千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（令和 5 年度決算） 1万 9千円  

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和 5 年度） 26.7％ 

手 当 数 5 

 

〔特殊勤務手当の種類〕 

名称 支給対象職員 
支給実績 

（5年度決算） 
支給単価 

危険 

手当 
高圧電気の操作の業務に従事する職員 － 日額 300円 

徴収 

手当 
事業収入の集金業務に従事する職員 － 日額 300円 

用地 

交渉 

手当 

正規の勤務時間外において用地交渉に従事する

管理職員  
－ 1回 2,000円 

不快

手当 

使用開始後の下水道清掃作業、下水道管内検査

に従事する職員 
7千円 1日 400円 

水洗便所設置検査に従事する職員 2万 8千円 1日 200円 

災害 

出動 

手当 

災害のため 

出動した職員 

目的地に滞在した時間が24時

間を超える場合 
4万 0千円 

滞在 1日につき 

4,000円 

その他の場合で、目的地にお

いて作業等を行った時間が6時

間以上24時間以下の場合 

－ 1回 2,000円 

 

（５）時間外勤務手当 

支給実績（令和 5年度決算） 324万 9千円 

職員 1人当たり平均支給年額（令和 5年度決算） 23万 2千円 

支給実績（令和 4年度決算） 227万 3千円 

職員 1人当たり平均支給年額（令和 4年度決算） 16万 2千円 

（注）職員 1人当たり平均支給年額を算出する際の職員数は、「支給実績（令和 5年度決算）」と同じ

年度の 4月 1日現在の総職員数（管理職員、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職

員を除く）であり、再任用短時間勤務職員を含みます。 
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（６）その他の手当（令和 6年 4月 1日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

一般行政

職の制度

との異同 

支給実績 

（5年度 

決算） 

支給職員 

1人当たり 

平均支給年額 

（5年度決算） 

扶養 

手当 

・配偶者及びその他の被扶養者 

…6,500円 

※ただし特定管理職員は 3,500円 

・子…10,000円 

※ 16～22歳の子の扶養親族加算 

…5,000円 

同じ 
167万 

5千円 
23万 9千円 

住居 

手当 
借家…28,000円（最高支給限度額） 同じ 

54万 

8千円 
18万 3千円 

通勤 

手当 

・交通機関利用者…運賃等相当額 

・交通用具使用者…2,400～25,000円 
同じ 

89万 

1千円 
5万 9千円 

休日勤務 

手当 

祝日及び年末年始において、正規の勤

務時間として勤務を命ぜられた職員 

… 1時間当たりの給与額×135/100 

×時間数 

同じ － － 

管理職 

手当 

管理又は監督の地位にある職員のうち、

主幹の職以上にある職員 

…35,700円～77,200円 

同じ 
67万 

7千円 
67万 7千円 

管理職 

特別勤務

手当 

臨時又は緊急の必要その他の公務の運

営の必要により、週休日、休日、平日 0

時～5時までの間に勤務した管理職員 

…勤務一回につき 3,000円～12,000円 

（勤務時間が 6 時間を超える場合は

6,000円～18,000円） 

同じ － － 
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５ 特別職の報酬等の状況（令和 6年 4月 1日現在） 

区分 給料月額等 

給
料 

市 長 

副 市 長 

999,000円 

834,000円 

報
酬 

議 長 

副 議 長 

議 員 

570,000円 

520,000円 

485,000円 

期
末
手
当 

市 長 

副 市 長 

 （令和 5年度支給割合） 

4.50月分 

議 長 

副 議 長 

議 員 

 （令和 5年度支給割合） 

4.50月分 

退
職
手
当 

 算定方式 1期の手当額 支給時期 

市 長 

副 市 長 

給料月額×在職年数×500/100 

給料月額×在職年数×300/100 

1,998万円 

1,000万 8,000円 

任期毎 

任期毎 

 

（注） 退職手当の「1期の手当額」は、4月 1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期 

（4年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 
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Ⅴ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）職員の勤務時間（標準的なもの） 

開始時刻 終了時刻 休憩時間 1日の勤務時間 1週間の勤務時間 

午前 8時 30分 午後 5時 15分 
午後 0時 0分 

～午後 1時 0分 
7時間 45分 38時間 45分 

 

（２）年次有給休暇の取得状況（令和 5年度） 

制度の概要 平均付与日数 平均取得日数 

一年度につき 20日以内 

※取得しなかった日数は翌年度に限り繰越可能（最大

20日） 

37.8日 13.6日 

 

（３）その他の休暇制度と取得状況（令和 5年度） 

休暇の種類 休暇日数等 取得実績 

無
給 

介 護 休 暇 
職員の申出に基づき指定する期間内において、3

回を超えず、かつ、通算して 6月を超えない範囲内 
2人 

介 護 時 間 
職員の申出に基づき指定する期間内において、連

続する 3年の期間内において、1日 2時間以内 
― 

組 合 休 暇 1年につき 30日 ― 

有 
 
 
 

給 

結 婚 休 暇 連続する 5日の範囲内の期間 22人 

産 前 休 暇 
出産予定日までの 8週間 

（多胎妊娠の場合は 14週間） 

17人 

（取得した

職員数） 産 後 休 暇 出産の日の翌日から 8週間 

育 児 休 暇 

1 歳未満の子を養育する職員に対して、1 日 2 回

各々30 分（特に必要と認められる場合は 15 分加

算）以内 

― 

配 偶 者 出 産 休 暇 2日の範囲内の期間 
83.3％ 

（取得率） 

子 の 看 護 休 暇 
一年度につき 5日の範囲内の期間 

※小学校就学前の子に限る。 

171日 

（のべ日数） 

短 期 介 護 休 暇 一年度につき 5日の範囲内の期間 
37日 

（のべ日数） 

忌 引 親族に応じ 1～7日以内の連続する日数の範囲内 
300日 

（のべ日数） 

夏 季 休 暇 7～9月の期間内に 4日の範囲内の期間 

3.6日 

（平均取 

 得日数） 

リフレッシュ休暇 1日 
74.2％ 

（取得率） 
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厚 生 休 暇 

（健康管理の日） 
1日 

80.0％ 

（取得率） 

育 児 参 加 休 暇  5日の範囲内の期間 
63.3％ 

（取得率） 

〔その他の休暇〕 

公民権の行使、証人等としての出頭、ドナー休暇、ボランティア休暇、出生サポート休

暇、妊娠通勤緩和休暇、妊婦検診休暇、祭日（法事等）、災害による住居の破壊等の復旧

作業等、災害または交通遮断等による出勤困難、災害時の危険回避、感染症予防のため

等による隔離等 

 

（４）旅費制度の内容 

区  分 宿泊料（1夜につき） 

日当（1日につき） 

片道 100㌔以上 
片道 50㌔以上 

100㌔未満 

市 長 等 14,000円 3,000円 1,000円 

8 級及び 7 級にある者 13,000円 2,500円 1,000円 

そ の 他 の 職 員 12,000円 2,000円 1,000円 
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Ⅵ 職員の休業に関する状況 

（１）育児休業等の取得状況（令和 5年度） 

区分 

令和 5年度の取得者数 令和 5年度中に新たに取得可能となった職員 

育児休業 部分休業 
育児短時

間 

育児休業

等対象者

数 

      

うち育児休

業取得者数 

うち部分休

業取得者数 

うち育児短時間

勤務取得者数 

男性 16人 2人 1人 30人 13人 1人 0人 

女性 34人 11人 8人 12人 12人 0人 0人 

計 50人 13人 9人 42人 25人 1人 0人 
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Ⅶ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１）分限処分者数（令和 5年度） 

区分 降任 免職 休職 失職 

勤務成績の不良 0人 0人   

心身の故障 0人 0人 11人  

適格性の欠除 0人 0人   

廃職・過員 0人 0人   

刑事事件に因る起訴   0人  

欠格条項該当    0人 

 

（２）懲戒処分者数（令和 5年度） 

区分 免職 停職 減給 戒告 

法令違反 0人 0人 1人 0人 

職務上の義務違反又は 

職務怠慢 
0人 0人 2人 4人 

非行行為 0人 0人 0人 0人 
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Ⅷ 職員の服務の状況 

（１）営利企業等従事許可の状況（令和 5年度） 

区  分 件数 

会社等の役員等の地位を兼ねる場合 2件 

自ら営利を目的とする私企業を営む場合 0件 

報酬を得て事業、事務に従事する場合 21件 

計 23件 

 

（２）職務専念義務の免除の状況（令和 5年度） 

区  分 件数 

岐阜県と本市との相互協力のための職員として、県の職員に任命された場合 0件 

上記のほか、任命権者が定める場合 112件 

計 112件 
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Ⅸ 職員の退職管理の状況 

（１）退職管理の実施の状況（令和 5年度） 

対象者 

「管理または監督の地位」にある職員 

・部長またはこれに相当する職 

・参与の職 

・次長またはこれに相当する職 

・課長、消防署長またはこれらに相当する職 

・施設の長またはこれに相当する職 

届出内容 

（１） 氏名 

（２） 生年月日 

（３） 離職時の職 

（４） 離職日 

（５） 再就職日 

（６） 再就職先の名称 

（７） 再就職先の業務内容 

（８） 再就職先における地位 

届出時期 

届出先 
再就職後速やかに市長公室人事課に届出 
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Ⅹ 職員の研修の状況 

（１）職員研修の実施の状況（令和 5年度） 

区  分 
受講者数 

（のべ） 

職場外研修 
階層別研修 372人 

特別研修 459人 

派遣研修 

自治大学校 2人 

市町村アカデミー 10人 

国際文化アカデミー 5人 

国土交通大学校 2人 

全国建設研修センター 8人 

岐阜県建設研究センター主催の研修 16人 

岐阜県市町村研修センター主催の研修 42人 

岐阜地域広域市町村圏職員共同研修 0人 

岐阜県市長会主催の行財政講演会 18人 

資格取得研修 34人 

自己啓発 
職員の自主研修に対する補助 4人 

職員の自主研究グループに対する補助 1グループ 
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Ⅺ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１） 職員の健康管理事業の状況（令和 5年度） 

区  分 主な内容 受診者数等 

健 康 診 断 

定期健康診断 
年代別総合健康診断 675人 

ストレスチェック制度 877人 

生 活 習 慣 病 予 防 検 診 

人間ドック 264人 

各種がん検診（子宮・乳がん検診等の単独検診の

み計上） 

184人 

深夜業務従事者健康診断 深夜に業務に従事する消防職員対象 125人 

採 用 時 健 康 診 断 新規採用職員健康診断 38人 

健 康 相 談 
精神科医による「こころの健康相談」 10人 

保健師による健康相談 220人 

健 康 教 育 
メンタルヘルス研修 63人 

職場環境改善研修 35人 

職 場 環 境 管 理 
職場環境測定（15ヶ所） 2回 

職場巡回 １日 

衛生管理者、安全衛生推進者養成等 衛生管理者受験講習会、安全衛生推進者講習会 6人 

 

（２）公務災害等の発生状況（令和 5年度） 

区  分 災害件数 

公務災害（職務遂行中の負傷） 7件 

通勤災害（通勤途上中の負傷） 0件 

 

（３）職員の健康管理事業の状況（令和 5年度） 

職員の生活の安定と福祉の向上のため、岐阜県市町村職員共済組合に加入しています。 

また、地方公務員法第 42 条の規定に基づき、職員の福利厚生事業を行うために各務原市職員互助会を

組織しています。当互助会は会員の親睦、相互共済及び福利増進を図ることを目的として、会員 954名

（令和 6年 4月 1日現在）からの掛金を原資として運営しています。 

事業内容は以下のとおりです。 

 

福利厚生事業：会員同士の親睦を目的とした事業を実施しています。 

区 分 主な内容 

体育事業 ボウリング親睦助成、パターゴルフ親睦助成 

福祉事業 親睦助成、宿泊施設利用助成 等 

クラブ助成 野球部、サッカー部 等 

保健事業 あさけんウォーキング 等 

貸付事業 限度額５０万円 

 

慶弔事業：慶弔に対し儀礼上の範囲内で祝金や香資金等の給付を行っています。 
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（４）措置要求及び審査請求の状況（令和 5年度） 

区  分 

係属事案数 処理事案数 
6 年度へ

の繰越 4年度か

らの繰越 
新 規 却下 取下げ 打切り 判定 

措置要求 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 

審査請求 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 

（注）１ 職員は給与等勤務条件に関して、公平委員会に当局が適当な措置を講じるよう要求すること 

ができます。 

   ２ 職員は懲戒その他、意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に審査請求をすることが 

できます。 

   ３ 「却下」とは、公平委員会において審査の成立または継続のための適法要件を欠くため、実

体の審査に入らないで不受理が決定したものをいいます。 

   ４ 「取下げ」とは、公平委員会における措置要求または審査請求の審査以降、判定までに措置

要求者又は請求者が取下げたものをいいます。 

   ５ 「打切り」とは、公平委員会における措置要求または審査請求の審査以降、措置要求者もし

くは請求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認めた場

合または関係当事者における話合いによる事案の解決、要求事由の消滅等により事案の審査を

継続する必要がなくなったと認めた場合において、事案の審査を打切ったものをいいます。 

 

 


